
各会計実質収支額・剰余額

①

【黒字額の算定】①と②の合算額　8.0億円 ②

【早期健全化基準の算定】 ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

【黒字額の算定】①～⑩までの合算額　31.8億円　

【早期健全化基準の算定】

　　12.51+5.0＝17.51％

３　実質公債費比率

【平成21年度単年度の詳細】

平成２１年度健全化判断比率等の状況（三島市）（資料編）

１　実質赤字比率

対象会計に赤字額は発生していない。
会計名 実質収支額・剰余額(千円）

一般会計 794,449

墓園事業特別会計 3,549

国民健康保険特別会計 459,231

（19,652,281千円＋10,000,000千円）
×100＋20　÷2≒12.51％

老人保健特別会計 2,407

30×19,652,281千円 介護保険特別会計 115,925

後期高齢者医療特別会計 4,029

２　連結実質赤字比率
駐車場事業特別会計 5,331

下水道事業特別会計 71,045

対象会計に赤字額は発生していない。
楽寿園特別会計 8,868

水道事業会計 1,713,352

8.08708（H19単年）+8.51304（H20単年）+8.51076（H21単年）
＝　8.3％ 小数点以下第2位切り捨て

3

15.0億円（1,500,588千円）
　×　100　＝　8.51076

176.3億円（17,631,654千円）

地方債元利償還金及び準元利償還金 46.2億円

標準財政規模 196.5億円

①

①一般会計・墓園事業特別会計地方債元利償還金 36.9億円

②下水道事業特別会計等地方債準元利償還金 8.6億円

③三島函南広域行政組合地方債元利償還金三島市負担分 0.5億円

④公債費に準ずる債務負担行為に係る支出及び一時借入金 0.2億円

⑤基準財政需要額算入額 20.2億円

⑥都市計画税充当額 9.6億円

⑦公営住宅使用料充当額 1.4億円

分子の値

46.2億円-31.2億円=15.0億円

①標準財政規模 196.5億円

②基準財政需要額算入額 20.2億円

分母の値

196.5億円-20.2億円=176.3億円

基準財政需要額算入額 20.2億円

特定財源及び基準財政需要額算入額 31.2億円

②

③
④

⑤ ⑥

⑦



４　将来負担比率

５　資金不足比率

※「１　実質赤字比率」及び「２　連結実質赤字比率」における表「各会計実質収支額・剰余額」参照　⑧～⑩

79.3億円
　×　100　＝　44.9％ 小数点以下第2位切り捨て

176.3億円

対象会計に赤字額は発生していない。

①一般会計・墓園事業特別会計地方債残高 361.6億円

②下水道事業特別会計

等地方債一般会計等負

担見込額 119.2億円

将来負担額 608.4億円

⑤三島函南広

域行政組合地

方債三島市負

担見込額

0.6億円
基準財政需要額算入見込額及び特定財源見込額等 529.1億円

⑥基準財政需要額算入見込額 271.3億円 ⑦都市計画税充当見込額 214.8億円

⑨公営住宅使用料充当見込額 12.0億円

分子の値

608.4億円-529.1億円=79.3億円

標準財政規模 196.5億円

①標準財政規模

196.5億円

②基準財政需要額算入額 20.2億円

分母の値

196.5億円-20.2億円=176.3億円

④公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出予定額 41.3億円

⑧充当可能基金額 31.0億円

基準財政需要額算入額 20.2億円

③退職手当支給予定額一般会計等負担見込額 85.7億円


